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 私は、この度のむつ市浄化槽設置整備事業費補助金が交付された

ときは、下記事項を厳守することを誓います。 

記 

１ 補助対象となった浄化槽を設置した家屋に居住いたします。 

２ 浄化槽法に定められている「設置後等の水質検査」（７条検査）

と、その後、毎年１回定期的に行われる「定期検査」（１１条検査）

を受検いたします。なお、使用開始後３年間は補助金交付要綱に

したがい、検査結果を市長に報告いたします。 

３ 補助対象となった浄化槽を設置した地域が、将来、下水道施設

及び下水道類似施設（浄化槽法に定める浄化槽を除く。）が整備さ

れたときは、速やかにそれに接続し、浄化槽の使用を止めます。 

補助金交付要綱第 12条関係を遵守する文言を追記しました。 

 

【参考】 

むつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱（抜粋） 

 

（水質検査結果の報告） 

第１２条 

補助事業者は、法第７条及び法第１１条の規定により法定検査を受けなければ

ならない。 

２ 

前項の検査を受けたときは、浄化槽の使用開始後３年間、その都度結果を市長

に報告しなければならない。 


